
短期入所生活介護（ｼｮ-ﾄｽﾃｲ)サ－ビス重要事項説明書 

介護予防短期入所生活介護サ－ビス重要事項説明書 
 

   当施設は、ご契約者に対して、指定短期入所生活介護（ｼｮ-ﾄｽﾃｲ)サ－ビスを提供いたし

  ます。 

   施設の概要や提供されるサ－ビスの内容、及び契約上ご注意いただきたいことを次の通

  り説明いたします。 
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 社会福祉法人 同和園 

  特別養護老人ホ－ム 同和園 

  短期入所事業 （短期入所生活介護・介護予防短期入所生活介護） 

  当施設（事業所）は介護保険の指定を受けています。 

  （指定事業者番号 京都市 第２６７０９００１８８号） 

    また 生活保護法による指定介護機関です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

当事業者（法人）は次の事業も行っています。 

 介護老人福祉施設（特別養護老人ホ－ム） 

 通所介護（デイサ－ビス） 

 特定施設入居者生活介護（養護老人ホーム） 

 居宅介護支援事業所（居宅介護支援センター） 

 訪問介護（ホームヘルプサービス） 

 訪問看護 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



重 要 事 項 説 明 書 

（短期入所生活介護サ－ビス・介護予防短期入所生活介護サービス） 

 

 あなたに対する居宅サ－ビス提供開始にあたり、当事業者があなたに説明すべ

き事項は次のとおりです。 

 

１ 事業者 

法 人 名  社会福祉法人 同 和 園 

法人所在地  京都市伏見区醍醐上ノ山町十一番地 

代表者名  理事長  亀谷 英央 

電話番号 

ＦＡＸ番号 

(０７５) ５７１－００１０ 

(０７５) ５７１－ ０４７３ 

設立年月日  大正１０年 １２月 １１日 

 

 

２ ご利用施設（事業所）の概要 

事業所の種類 短期入所生活介護 介護保険指定番号 2670900188 指定日 2000年 4月 1日 

事業の目的 事業者は、介護保険法令の趣旨にしたがって、契約者がその

有する能力に応じ、可能な限り自立した日常生活を営むことが

できるように支援し、契約者の心身の機能の維持並びに契約者

の家族の身体的及び精神的負担の軽減を図るために、短期入所

生活介護サ－ビスを提供します。 

施設（事業所）の名称  同 和 園 短 期 入 所 事 業           

施設（事業所）の所在地  京都市伏見区醍醐上ノ山町十一番地      

管 理 者  重 元  俊 昭               

電話番号 

ＦＡＸ番号 

(０７５)５７５－３９２３  

(０７５)５７１－０２０３  

施設の運営方針 同和園短期入所事業は、次の各項目を運営方針

とする。                   

１，短期入所生活介護の提供の開始に際し、あらかじめ利用申込者又はそ 

の家族に対し、この運営規程の概要、職員の勤務体制、その他の利用

申込者のサービスの選択に資すると認められる重要事項を記した文書

を交付して説明を行い、サービスの内容及び利用期間等について利用

申込者の同意を得ます。 

２，契約者の心身の状況により、若しくはその家族の疾病、冠婚葬祭、出

張等の理由により、又は契約者の家族の身体的及び精神的な負担の軽

減等を図るために、一時的に居宅において日常生活を営むのに支障が

ある者を対象に、短期入所生活介護の提供を行います。 

３，居宅介護支援事業者その他保健医療サービス又は福祉サービスを提供

する者との密接な連携により、短期入所生活介護の提供の開始前から



終了後に至るまで契約者が継続的に保健医療サービス又は福祉サービ

スを利用できるよう必要な援助に努めます。 

４，契約者の要介護状態の軽減又は悪化の防止に資するよう、認知症の状

況等契約者の心身の状況をふまえて、日常生活に必要な援助を妥当適

切に行います。 

５，短期入所生活介護の提供を行うにあたっては、相当期間以上にわたり

継続して入所する契約者については、短期入所生活介護計画に基づき

、契約者の機能訓練及びその者が日常生活を営む上で必要な援助を行

います。 

６，事業の運営にあたっては、地域住民又はその自発的な活動等との連携

及び協力を行う等の地域との交流に努めます。 

７，職員は、短期入所生活介護の提供を行うにあたっては、懇切丁寧を旨

とし、利用者又はその家族に対し、サービスの提供方法等について、

理解しやすいように説明を行います。 

８，短期入所生活介護の提供を行うにあたっては、当該契約者又は他の契

約者等の生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き、

身体的拘束その他契約者の行動を制限する行為を行いません。 

９，事業内容の質の評価を行い、常にその改善を図ります。 

施設の開設年月   平成３年 ８月 １日 

営 業 日 

 

年 中 無 休 

 

受付

時間 

平  日  ９時～５時 

土・日  ９時～５時 

利用定員  ２４名 

敷地及び建物 敷 地         ２２，６８０．７９㎡   

 建 物 構  造  鉄筋コンクリ－ト造・３階建及び５階建て 

  延床面積   １９，２８７．６９㎡ 

居室等の概要       特養 

 

 

居室・設備の概要 室 数 備 考  

 個室（弐番館）   １８０ ユニット型個室 

 個室（壱番館）       ４ 従来型個室  

 ２人部屋   ３８ さつき寮４室  壱番館３４室  

 ４人部屋    １８ さつき寮１０室、壱番館８室  

 居室合計   ２１６   

 食 堂 ２２カ所   

 機能訓練室   １カ所   

 浴 室 １８室 一般浴槽 リフト浴槽 特殊浴槽  

 医 務 室 １室 同和園附属診療所(保険医療機関)  

 

 

 

 

 



３ 職員の体制  

①  主な職員の配置状況    特養に準じて 

 

職種 人数 

管理者 1名 

生活相談員 ４名以上 

介護職員 １０３名以上 

看護職員 ７名以上 

機能訓練指導員 １名以上 

医 師 １名以上 

介護支援専門員 ４名以上 

管理栄養士又は栄養士 １名以上 

 

②主な職種の勤務体制 

職   種 勤務体制 

管理者 日勤（9：00～18：00） 

生活相談員 早出（8：30～17：30） 

日勤（9：00～18：00） 

遅出(10：00～19：00) 

介護職員 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A     7：00～15：40 

A2    7：20～16：00 

B     8：00～16：40 

B2    8：20～17：00 

C     9：00～17：40 

C2    9：20～18：00 

C3    9：30～18：10 

D      10：00～18：40 

D2    10：20～19：00 

E2    11：20～20：00 

F     12：00～20：40 

F2   12：20～21：00 

G    13：00～21：40 

G2   13：20～22：00 

夜勤１ 16：30～ 9：30 

夜勤２ 17：00～10：00 

夜勤３ 17：30～10：30 

夜勤４ 17：40～10：40 

夜勤５ 21：30～ 7：30 

夜勤６ 21：40～ 7：40 

夜勤７ 21：50～ 7：30 



看護職員 

 

 

日勤（9：00～18：00） 

宿直（14:00～9:30） 

宿直は特別養護老人ホームと一体で１名です。 

栄養士 早出１   6:20～11:50 

早出２   6:20～15:00 

日勤１   8:00～16:40 

日勤２   9:00～17:40 

日勤３    9:30～18:10 

日勤４   10:00～18:40 

日勤５   10:40～19:20 

遅出    11:20～20:00 

遅出    11:50～20:30 

遅出    14:30～20:30 

遅出    16:00～20:00 

機能訓練指導員 早出（8：30～17：30） 

日勤（9：00～18：00） 

医師 毎週月～土 9:00～17:40 （祝日除く） 

 

４ 当施設が提供するサ－ビスの概要と利用料 

（１）利用料金が介護保険から給付される場合（介護保険給付サ－ビス） 

 種 類 内 容 

食事の介助 

 

 

 

 

 

 

（管理）栄養士の立てる献立表により、栄養とご契約者の身体の状

況に配慮したバラエティに富んだ食事を提供します。 

 食事は、離床して食堂でとっていただけるように配慮します。 

（食事時間） 

  朝食  7：30～  

  昼食 12：00～ 

  夕食 17：30～ 

入浴の介助 

 

 

 入浴又は清拭を週２回行います。 

 リフト浴槽を使用して座位のままでの入浴や、座位のとれない方

は、特殊浴槽を使用しての入浴ができます。 

排泄の介助 

 

 ご契約者の状況に応じて適切な排せつ介助を行うとともに、排せ

つの自立についても適切な援助を行います。 

着替え等 

 

 

 

寝たきり防止のため、できるかぎり離床に配慮します。 

生活のリズムを考え､毎朝夕の着替えを行うよう配慮します。 

個人としての尊厳に配慮し、快適な生活が送れるよう、適切な整 

容を行う援助をします。 

衣類の洗濯 

 

  衣類の洗濯は、ご利用中は当施設で行いますが、退所日前日

の午後以降の分は、洗濯せずにお渡しする場合があります。 

機能訓練 

 

 機能訓練指導員により、ご契約者の心身の状況に応じて、生活機

能の維持・改善に努めます。 



 

 

利 用 料 

 

 

下記の料金表によって、要介護度に応じたサービス利用料金

から、契約者の負担割合に応じた金額をお支払いください。 

 

1、１日あたりの利用者自己負担金額（＊１割の場合の金額） 

（ユニット型個室） 

要支援１ 要支援２ 要介護１ 要介護２ 要介護３ 要介護４ 

558円 692円 743円 815円 894円 969円 

要介護５  (端数計算により若干の誤差があります) 

 1,042円  

 

（多床室）（従来型個室） 

要支援１ 要支援２ 要介護１ 要介護２ 要介護３ 要介護４ 

476円 592円 637円 709円 786円 860円 

要介護５  (端数計算により若干の誤差があります) 

933円  

 

＊連続して３０日を超えて同一の短期入所生活介護事業所に入

所している場合において、要介護１～５の方については、上記金

額より、その超えた日について６０日までは、１日につき３２円

減額されます。 

 

2、介護予防短期入所長期利用自己負担額（※1割の場合の

金額） 

 連続して３０日を超えて同一の介護予防短期入所生活介

護事業所に入所している場合においては、その超えた日に

ついての利用料金は以下のとおりです。 

（ユニット型個室）(端数計算により若干の誤差があります) 

要支援１ 要支援２ 

531円 658円 

  

（多床室）（従来型個室）(端数計算により若干の誤差があり

ます) 

要支援１ 要支援２ 

467円 579円 

 

3、連続して６０日を超えて同一の短期入所生活介護事業所

に入所している場合において、要介護１～５の方については、

については、その超えた日についての利用料金は以下のとお

りです。 

（ユニット型個室）(端数計算により若干の誤差があります) 

要介護１ 要介護２ 要介護３ 要介護４ 要介護５ 



707円 781円 860円 935円 1,008円 969円 

（多床室）（従来型個室）(端数計算により若干の誤差があり

ます) 

要介護１ 要介護２ 要介護３ 要介護４ 要介護５ 

605円 678円 755円 829円 901円 
 

 

上記の他、要件を満たし場合には以下の加算費用が発生します。 

   サービス提供体制強化加算（Ⅰ）   ２４円／日 

   サービス提供体制強化加算（Ⅱ）   １９円／日 

   サービス提供体制強化加算（Ⅲ）    ７円／日 

         看護体制加算Ⅰ      ５円／日 

         看護体制加算Ⅱ      ９円／日 

看護体制加算Ⅲ    １３円／日 

看護体制加算Ⅳ    ２５円／日 

夜勤職員配置加算Ⅰ   １４円／日 

夜勤職員配置加算Ⅱ   １９円／日 

夜勤職員配置加算Ⅲ   １６円／日 

夜勤職員配置加算Ⅳ   ２２円／日 

          送迎加算       １９５円／片道 

          療養食加算        ９円／回 

若年性認知症利用者受入加算    １２７円／日 

認知症行動・心理症状緊急対応加算    ２１１円／日 

専従の機能訓練指導員を配置している場合 １３円／日 

      個別機能訓練加算      ５９円／日 

生活機能向上連携加算   １０６円／日 

認知症専門ケア加算Ⅰ     ４円／日 

認知症専門ケア加算Ⅱ     ５円／日 

       口腔連携強化加算      ５３円／月 

生産性向上推進体制加算（Ⅰ） １０６円／月 

生産性向上推進体制加算（Ⅱ）  １１円／月 

看取り連携体制加算       ６８円／日 

（死亡日及び死亡日以前３０日以下に限り１日につき算定、 

但し、７日を限度とする） 

              緊急短期入所受入加算     ９５円／日 

＊７日間を限度、やむを得ない場合は１４日間を限度として算定 

医療連携加算         ６２円／日 

 

 

 

 

 



介護職員等処遇改善加算 

令和６年６月以降は、以下の加算を算定します。 

但し、（Ⅰ）から（Ⅳ）の内、いずれかの加算を算定している場合においては、

その他の加算は算定しません。 

介護職員等処遇改善加算（Ⅰ） 

サービスの基本単価数及び各種加算の単位数の合計に1000分の140を乗じ

（小数点第１位を四捨五入）算出された単位数に10.55円を乗じ（端数切捨）

更に100分の10を乗じた金額（端数切上） 

 介護職員等処遇改善加算（Ⅱ） 

サービスの基本単価数及び各種加算の単位数の合計に1000分の136を乗じ

（小数点第１位を四捨五入）算出された単位数に10.55円を乗じ（端数切捨）

更に100分の10を乗じた金額（端数切上） 

介護職員等処遇改善加算（Ⅲ） 

サービスの基本単価数及び各種加算の単位数の合計に1000分の113を乗じ

（小数点第１位を四捨五入）算出された単位数に10.55円を乗じ（端数切捨）

更に100分の10を乗じた金額（端数切上） 

介護職員等処遇改善加算（Ⅳ） 

サービスの基本単価数及び各種加算の単位数の合計に1000分の90を乗じ

（小数点第１位を四捨五入）算出された単位数に10.55円を乗じ（端数切捨）

更に100分の10を乗じた金額（端数切上） 

介護職員処遇改善加算、介護職員等特定処遇改善加算、介護職員等ベースア

ップ等支援加算 

令和６年５月までは、以下の加算を全て算定します。 

介護職員処遇改善加算（Ⅰ） 

    サービスの基本単位数及び各種加算の単位数の合計に1000分の83を乗 

じて得た単位数に10.55円を乗じ（端数切捨）更に100分の10を乗じた金 

額（端数切上） 

 介護職員等特定処遇改善加算（Ⅰ） 

  サービスの基本単位数及び各種加算の単位数の合計に1000分の27を乗 

じて得た単位数に10.55円を乗じ（端数切捨）更に100分の10を乗じた 

金額（端数切上） 

介護職員等ベースアップ等支援加算 

サービスの基本単価数及び各種加算の単位数の合計に1000分の16を乗じ

（小数点第１位を四捨五入）算出された単位数に10.55円を乗じ（端数切捨）

更に100分の10を乗じた金額（端数切上） 

 

【利用者負担額２割負担について】 

契約者の合計所得金額が１６０万円以上で、かつ、「年金収入＋その他の

合計所得金額」が単身世帯で２８０万円以上の方、又は、２人以上の世帯で

合計３４６万円以上の方は、自己負担割合が２割となります。 

 上記の利用者負担額の「サービス利用に係る自己負担額」に記載されてい



る金額及び各種加算負担額の倍額を利用料金としてご負担いただくことと

なります。 

 

【利用者負担額３割負担について】 

 契約者の合計所得金額が２２０万円以上で、かつ、「年金収入＋その他の

合計所得金額」が単身世帯で３４０万円以上の方、又は、２人以上の世帯で

合計４６３万円以上の方は、自己負担割合が３割となります。 

 上記の利用者負担額の「サービス利用に係る自己負担額」に記載されてい

る金額及び各種加算負担額の３倍の額を利用料金としてご負担いただくこ

ととなります。 

 

＊介護保険からの給付額に変更があった場合、変更された額に合わせてご 

契約者の負担額も変更になります。 

 

（２）利用料金の全額をご契約者にご負担いただく場合 

（介護保険給付外サ－ビス） 

 

種 類 内 容 利用料金 

食 費 

 

 

ご契約者に提供する食事の費用です。精

算は１食ごととなります。       

 １日合計１，４４５円（おやつを含む） 

朝食 ２１５円 

昼食 ６１５円 

夕食 ６１５円 

滞在費 

理容代 

 

 

 

 

 

 

滞在に要する費用 

 週１回 理髪店の出張による理髪サ－ビ

スをご利用いただけます。 

令和6年7月までは下記の金額を、令和

6年8月以降は右記の金額となります。 

（従来型個室） 

１，１７１円 

（多床室） 

  ８５５円 

 

１日あたり 

(ユニット型個室) 

３，０００円 

 

 

（従来型個室） 

１，２３１円 

（多床室） 

  ９１５円 

理髪サ－ビス 

１回１，９００円 
謄写料 介護記録のコピーなど。 １枚１０円 

（体調の不調などで、当園の附属診療所の医師にかかられた場合は、医療費一部 

負担金をお支払いいただく場合があります。） 

（教養娯楽施設の利用、レクリェ－ション行事、日常生活上必要となる諸費用を 

お支払いいただく場合があります。） 

 

 

 

 

 



（３）減額について 

「介護保険負担限度額認定」 

食費と滞在費には段階によって補足給付（特定入所者介護（支援）サービス

費）の対象となり、負担限度額が以下のようになります。 

利用者負担

段階 

 

滞在費 

(ユニット型個室

) 

滞在費 

（多床室） 

滞在費 

（従来型個室） 

食費 

 

第１段階    ８８０円 ０円 ３８０円 ３００円 

第２段階    ８８０円 ４３０円 ４８０円 ６００円 

第３段階① １,３７０円   ４３０円 ８８０円 １,０００円 

第３段階② １,３７０円 ４３０円 ８８０円 １,３００円 

（上記の減額については、京都市各区役所健康長寿推進課への申請手続き

が必要になります。） 

＊認定書類は毎回利用時に提出してください。 

 

（４）キャンセル料 

前日までにキャンセルの申し出がなかった場合 

１， ４４５円（当日の食費） 

 

５ 当施設の苦情の受付 

（１）当施設における苦情やご相談は、下記の窓口でお受けいたします。 

苦情受付窓口 担  当  法 人 本 部  佐 賀 隆 司        

受付時間 毎 週 月 曜 日 ～ 金 曜 日  ９ ： ０ ０ ～ １ ８ ： ０ ０   

電話番号  

ＦＡＸ番号 

（０７５）５７１－００１０              

（０７５）５７１－０４７３ 

苦情受付箱 講堂棟の廊下に苦情受付ボックスを設置しています。  

 

（２）第三者委員会の設置 

当施設以外でも苦情の申し立てを受け付けるために、第三者委員会

を以下のように設置しております。 

 

社会福祉法人    勧修福祉会 特別養護老人ホーム長楽園 

 施設長 西村 久史 

連絡先 京都市山科区勧修寺仁王堂町１３－３ 

電 話 ０７５－５７２－６３１７ 

社会福祉法人   同和園 監事 尾川税理士事務所長 

尾川 宣之 

連絡先 京都市東山区本町１０―１９７―３ 

電 話 

 

０７５―５２５－１９１１ 

 

社会福祉法人同和園監事 大谷大学名誉教授            



東本願寺青少幼年センター メール相談室 

佐賀枝 夏文 

連絡先 京都市下京区烏丸通七条上ル 

電 話 sagaesan@higashihonngannji.r.jp 

（３）その他に、下記の窓口で、介護保険に関する苦情、相談ができます。 

連絡先 伏見区役所醍醐支所保健福祉センター 

健康福祉部健康長寿推進課高齢介護保険担当 

電 話 ０７５－５７１－６４７１ 

連絡先 山科区役所保健福祉センター 

 健康福祉部健康長寿推進課高齢介護保険担当 

電 話 ０７５－５９２－３２９０ 

連絡先 国民健康保険団体連合会 

電 話 ０７５－３５４－９０９０ 

連絡先 宇治市役所 福祉介護課（介護保険担当） 

電 話 ０７７４－２２－３１４１ 

 

上記以外、お住まいの区役所（健康長寿推進課）でも受け付けてお

ります。 

 

６ 第三者評価の実施状況 

 (１) 実施あり 

 (２) 実施年月日    令和 6年  1月 25日 

 (３) 実施期間     京都市老人福祉協議会 

 (４) 実施結果開示状況 京都介護・福祉サービス第三者評価等支援 

機構 

             (http://kyoto-hyoka.jp/) 

７ 非常災害時の対策 

非常時の対

応 

 

 

 自動火災報知器による連絡網で緊急体制をとる他、全館の

勤務職員が体制に加わるなど、併設本体施設である特別養護

老人ホームの消防防災計画に基づいて、契約者の避難を最優

先に対応します。                   

近隣との協

力 

 地域の消防団の協力で、契約者の避難を最優先に配置しま

す。                          

防 災 設 備 

 

 自動火災報知器、スプリンクラー、屋内消火栓、厨房用特

殊消火装置、防煙排煙設備、特別避難階段、防火扉防火シャ

ッター等。                       

消防計画等 

 

 併設本体施設である特別養護老人ホームの消防防災計画

を周知し、これに基づき、自営消防隊を組織して対処しま

す。                         

 

 



８ 当施設ご利用の際に留意いただく事項 

 項    目 留 意 事 項 

ご持参頂くもの 別紙にてご案内いたします。 

持ち込めないも

の 

ご持参いただくもの以外は、お持ち込みをご遠慮く

ださい。どうしても必要なものはご相談ください。 

施設利用上の注

意 

 

 

 

居室をはじめ当園の施設や敷地は、短期入所サービス利

用以外の用途に利用しないでください。 

 契約者が、施設、設備等について、著しい滅失、破損、

汚損もしくは変更した場合には、自己の費用で原状に復す

るか、又は相当の代価を契約者からお支払いいただきます｡ 

所持金・品の管

理 

 

 

 

  入所時に確認した所持品は、退所時に再び確認して

お引き渡しいたします。ただし、確認していないもの

や、契約者が、保管場所を著しく変更した場合などに

より紛失した場合は、お引き渡しできないことがあり

ます。 

喫煙・飲酒 

 

  喫煙は、指定した場所以外では禁止いたしておりま

す。飲酒は、原則としてご遠慮ください｡  

迷 惑 行 為 等 

 

  施設従事者又は他の契約者に対し、迷惑を及ぼすような

宗教活動、政治活動、営利活動を行うことは許されません｡ 

緊急時の医療 

 

 

 

 契約者の主治医である下記の先生と連絡をとります｡ 

 主治医（                  ） 

 当園には附属診療所があります。 

 また、当園の協力医療機関は、 医仁会武田総合病院で

す。 

緊急時の連絡先 

 

 

お 名 前 

ご 住 所 

ご本人との関係      お電話番号 

９ 事故発生時の対応について 

 施設内及び施設外における何らかの事故が発生した時には、下記のように速

やかに対応致します。 

①  事故発生後直ちに、身元引受人及び連絡先ご家族に事故発生の状況を連絡す

る。 

② 医療機関に受診必要な時は、しかるべき医療機関にしかるべき方法により 

搬送する。 

③ 状態が落ち着いた時点で、改めて事実関係と事故原因について、身元引受人 

及び連絡先ご家族に連絡する。 

④ 損害賠償責任が当施設にある場合は、契約書第五章「損害賠償」に基づき、

損害賠償を速やかに履行する。 

⑤ 関係行政機関の定めた規定に従い、京都市その他市町村に文書にて報告

を行います。 

 



                            年  月  日 

私は、本書面に基づいて、事業者から重要事項の説明を受け同意・受領しました。 

・短期入所生活介護サ－ビスの提供内容。 

・利用料金の支払い。 

・サービス担当者会議においての個人情報の開示。 

 

契約者 

（利用者） 

 住  所   

 氏  名                   印 

 

署名代行者   住   所   

  氏   名                    印 

  契約者（利用者）との関係 

 

身元引受人 

 

 住  所   

 氏  名                   印 

  契約者（利用者）との関係 

 

法定代理人 

 

  住   所   

  氏   名                    印 

契約者（利用者）との関係 

 

 

 

短期入所生活介護サ－ビスの提供の開始に際し、本書面に基づき重要事項の 

説明・交付を行いました。 

説 明 者 

 

 職  名       ショートステイ相談員 

 氏  名                   印 

 

 

 

 

 

 

 

 



社会福祉法人 同和園 

理事長 亀谷 英央 殿 

個人情報利用同意書 
 

社会福祉法人同和園が保有する私及びその家族に関する個人情報につい

ては、下記の内容の範囲内について、使用されることに同意します。 

 

記 

 

① 適切なサービスを円滑に行うために、情報共有が必要な時。 

（サービス担当者会議等） 

② サービス提供にかかる請求業務などの事務手続きを行う時。 

（利用者の介護請求等） 

③ サービス利用にかかわる管理運営を行う時。   

（事業所内の利用者台帳の作成等） 

④ 医療機関及び関係機関への情報提供が必要な時。 

⑤ ご家族及び後見人等への報告が必要な時。 

⑥ 法令上義務づけされている関係機関からの依頼があった時。 

⑦ 損害賠償責任等にかかる公的機関への情報提供が必要な時。 

⑧ 特定の目的のために、その利用目的の範囲内で利用する同意を得た時。 

以上 

 

令和  年  月  日 

 

【契約者】 

住 所                             

氏 名                 印  

      

【署名・法定代理人】 

氏 名                 印      

 

【ご家族】 

氏 名                 印  

氏 名                 印   

 


